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プレー料金改定および会則一部変更のお知らせ 

 

謹啓、初夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素より、チサンカントリークラブ御船に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当クラブは、本年で開場３５周年を迎えます。また、２００４年１月にＰＧＭグループによる運営が開

始されてから、１９年目を迎えることが出来ました。これもひとえに、会員の皆様のクラブ運営に対する

ご理解と、平素からのご愛顧の賜物と存じ重ねまして御礼申し上げます。 

さて、この度、下記のとおり会員様のプレー料金を改定させて頂き、これに伴い、会則を一部変更さ 

せて頂くこととなりましたので、本書をもってお知らせいたします。なお、プレー料金の改定理由、改定

後のプレー料金、改定実施日及び当該プレー料金改定に伴う会則一部変更の内容及び変更の効力発生日

については、下記のとおりです。 

今後も、会員の皆様にご満足いただけるクラブを目指して努力してまいりますので引き続き、ご愛顧賜

りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

謹 白 

 

記 

 

【会員プレー料金の改定】 

１．会員プレー料金改定の理由 

２０１７年４月のプレー料金の改定以降、会員様のプレー料金につきましては、料金維持の努力を

続けておりましたが、原油高の影響により、ゴルフカート等に使用するガソリン代の高騰（経済産業

省 資源エネルギー庁の給油所小売価格調査によりますと、熊本県のガソリン単価は２０１７年の年

平均単価が１３３.２円でしたが２０２２年の年平均は１７０．３円と約２７.９％の上昇）、さらにボ

イラーに使用する重油代の高騰（経済産業省 資源エネルギー庁の産業用価格（軽油・Ａ重油）調査

によりますと、熊本県の重油単価は２０１７年の年平均単価が６８.８円でしたが２０２２年の年平均

は１０１．４円と約４７.４％の上昇）、備品やコース管理資材などの仕入価格も高騰するなど運営コ

ストが増加しており、企業努力のみでこれを吸収し、サービスを維持することが困難な状況であるこ

とから、次ページの「プレー料金改定の詳細」のとおり会員様のプレー料金を改定させていただくこ

ととなりました。また、ビジター料金に関しましても、同日付けで値上げをする予定です。 

なお、当クラブは、開場から３５年を経過し、施設の老朽化が進んでおり、ＰＧＭグループに参入後、

クラブハウスの全空調設備の改修、クラブハウス内の改装工事(プロショップ改修、エントランスカー

ペット張替、全館ＬＥＤ照明改修、レストランカウンター・陳列棚改修、脱衣室壁面改修)、水系統設

備の更新から大型濾過装置の取替工事、カートパス改修工事等を実施してまいりました。また、乗用カ

ートにつきましても、老朽化が進んでおりましたので、お客様の安全を第一に考え、計５３台を新車の

乗用カートに入替えいたしました。 

さらに、２０２０年以降、新型コロナウィルスが猛威をふるっていたことから、お客様の感染予防対策

として消毒液・検温器の設置、レストランでのアクリル板の設置、消毒の強化等様々な対策を講じてお

りますが、これらに加え、ご精算時にフロントでの対面接客を回避するために、クレジットカードや電

子マネーに対応した自動精算機を導入いたしました。 

また、２０２１年１１月に、ハザード位置や次打の目標地点までの距離、当日のピンポジションの位

置を確認できることによるプレーの遅延防止、前組のカート位置を把握できることによる打球事故の



防止等、お客様の安全性と利便性の向上を目的として、全カート計６０台にＧＰＳナビゲーションの導

入をいたしました。このように、今後も、会員の皆様に安全で快適なプレーをお楽しみいただけるよう

に努力して参りますので、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

２．会員プレー料金の改定の詳細 

  ① プレーフィ 

 月曜から金曜 土曜 日祝日 

 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 

正会員 3,916 円 4,466 円 4,576 円 5,126 円 4,576 円 5,126 円 

平日会員 3,916 円 4,466 円 4,906 円 5,456 円 - - 

※上記料金は(九州ゴルフ連盟協力金、熊本県ゴルフ協会協力金およびゴルフ場利用税を除く)消費税 

込となります。 

※プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィです。 

※２０２３年５月２５日現在の九州ゴルフ連盟協力金は２５円、熊本県ゴルフ協会協力金は２０円、 

ゴルフ場利用税は５００円です。 

 

  ② 追加ハーフカートフィ 

   月曜から金曜 土曜 日祝日 

  現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 

４バック  990 円 1,265円   990 円  1,265円   990 円  1,265円 

３バック   990 円 1,265円   990 円 1,265円   990 円 1,265円 

２バック 1,265 円 1,540円 1,540円 1,815円 1,540円 1,815円 

 

③会員プレー料金の改定実施日 

  ２０２３年１０月１日のゴルフプレーより適用。 

 

【会則一部変更】 

 会員プレー料金の改定に伴い、会則の別紙４「会員プレー料金」を、２０２３年１０月１日を効力発生 

日とし、上記「会員プレー料金の改定の詳細」に記載のとおり変更させていただきます。 

なお、会則変更個所の詳細につきましては、会則別紙４の新旧対照表及び改定後の会則（会則本文（会 

則本文は会則第２９条の会則改定日以外変更ございません。）及び別紙４）を同封いたしますと共に、

ゴルフ場の掲示板に掲示及びホームページ上に開示いたしますので、内容をご確認いただけますよう

お願い申し上げます。 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

              〒８６１－３２０３ 

              熊本県上益城郡御船町大字高木２７２１－２ 

チサンカントリークラブ御船 会員課 

 電話０９６（２８２）３４１１ 

 

※今回のお知らせは、２０２３年５月２５日時点で、弊社に会員登録されている皆様にご案内させていた

だいております。お知らせ受領時に会員権の譲渡や退会等されている場合はご容赦願います。  



会則 別紙４

「会則別紙４新旧対照表」

(現行会則） (変更後の会則※効力発生日２０２３年10月1日）

※ 記載料金（連盟・協会協力金およびゴルフ場利用税を除く）は消費税込となります。 ※ 記載料金（連盟・協会協力金およびゴルフ場利用税を除く）は消費税込となります。

※ プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィです。 ※ プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィです。

※ 特別会員のプレーフィは正会員と同額とします。 ※ 特別会員のプレーフィは正会員と同額とします。

※ キャンセルフィは、以下のとおり発生します。 ※ キャンセルフィは、以下のとおり発生します。

　　土日祝日の予約に関しては、プレー日より5日前以降の予約キャンセルは、1組あたり6,000円のキャンセルフィを申し受けます。 　　土日祝日の予約に関しては、プレー日より5日前以降の予約キャンセルは、1組あたり6,000円のキャンセルフィを申し受けます。

　　　（但し、当日の悪天候を除く）　　　 　　　（但し、当日の悪天候を除く）　　　

追加ハーフキャディフィ 0.5R

4B 1,540 円 1,540 円 1,540 円

3B 1,815 円 1,815 円 1,815 円

2B 2,310 円 2,310 円 2,310 円

1,265 円 1,265 円

3B 1,265 円 1,265 円 1,265 円

2B 1,540 円 1,815 円 1,815 円

　ゴルフ場利用税 500 円 500 円 500 円

4,620 円

　連盟・協会協力金 45 円 45 円 45 円

   追加ハーフプレーフィ
正会員 165 円 495 円 495 円

平日会員 165 円 495 円 ―

追加ハーフカートフィ 0.5R

4B 1,265 円

3,080 円

3B 3,630 円 3,630 円 3,630 円　キャディフィ 　　1R

4B 3,080 円 3,080 円

2B 4,620 円 4,620 円

0 円

2B 550 円 1,100 円 1,100 円
　割増カートフィ　　　 　　1R

3B 0 円 0 円

月曜から金曜 土曜 日祝日

チサンカントリークラブ御船　会員プレー料金

990 円

2B 1,265 円 1,540 円

990 円

1,540 円

45 円 45 円 45 円

165 円

　プレーフィ
正会員 4,466 円 5,126 円 5,126 円

平日会員 4,466 円 5,456 円 ―

1,815 円 1,815 円 1,815 円

500 円 500 円 500 円

2,310 円 2,310 円 2,310 円

1,540 円 1,540 円 1,540 円

495 円 495 円

165 円 495 円 ―

990 円990 円 990 円

990 円

連盟・協会協力金

追加ハーフキャディフィ

ゴルフ場利用税

0.5R

4B

3B

2B

   追加ハーフプレーフィ
正会員

平日会員

追加ハーフカートフィ 0.5R

4B

3B

キャディフィ

3,080 円 3,080 円4B

3B

2B

1R

3,080 円

4,620 円 4,620 円 4,620 円

3,630 円 3,630 円 3,630 円

1R

4,576 円 4,576 円

0 円 0 円 0 円

正会員

550 円

チサンカントリークラブ御船　会員プレー料金

月曜から金曜 土曜

3B

2B

日祝日

3,916 円

平日会員 3,916 円 4,906 円 ―
   プレーフィ

1,100 円 1,100 円
割増カートフィ



チサンカントリークラブ御船 会則 

 

第１章 総 則 

 

第１条 （名称） 

本クラブは、チサンカントリークラブ御船（以下、「クラブ」という。）と称する。 

第２条 （目的） 

クラブは、ＰＧＭプロパティーズ株式会社（以下、「会社」という。）が熊本県上益城郡御船町に所有するゴルフ場およびその

付帯施設（以下、「施設」という。）を利用して会員の健康増進を図り、健全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親

睦を深めることを目的とする。 

第３条 （事務所） 

クラブの事務所は施設内におく。 

 

第２章 会 員 

 

第４条 （会員の種類） 

１．クラブの会員は次のとおりとする。 

（１）特別会員 

クラブ、会社または斯界に功績のあった者もしくは理事会の推薦があった者のうち、会社が特別会員の資格を承認

した個人とし、その資格は一身専属とする。 

（２）正会員 

会社が別紙１または別紙２に定める手続により会社が正会員の資格を承認した個人または法人とする。 

（３）平日会員 

会社が別紙１または別紙２に定める手続により会社が平日会員の資格を承認した個人または法人とする。 

２．会員のうち、個人を個人会員、法人を法人会員という。 

３．法人会員は、法人に代わり会員資格を行使する個人（以下、「登録者」という。）を会社に登録しなければならない。但し、 

登録者は会社が別紙１から別紙３までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。 

第５条 （会員の権利） 

１．会員は、その種類に応じて次に掲げる日（但し、会社が定める施設の休業日を除く。）の営業時間内に、会社が別紙４に 

定める条件で施設を優先的に利用することができる。 

（１）特別会員および正会員：全日 

（２）平日会員：月曜日から土曜日まで（但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。） 

２．会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。 

３．会員は、会社が別紙５に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為 

や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支

払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。 

４．会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況等の合理的な事由により、前各項に定め 

る会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。 

５．会員は、会社に預け入れた預託金（以下、「預託金」という。）の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。 

第６条 （会員の義務） 

１．会員は、会社が別紙６に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。 

なお、会員は年会費の１か年分を第２６条に定める対象期間（以下、「対象期間」という。）が始まる前日までに支払うも

のとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 

２．対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を１２で除した額に、入会月の翌月から当該 

年の１２月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 

３．会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙４に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 

４．会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙７に定める 

手続を行うものとする。 

５．会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 

６．会員は、本会則、クラブの諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項 

に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為は行わないものとする。 



第７条 （反社会的勢力等追放） 

１．会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊

知能暴力集団、その他これらに準ずる者（以下、「反社会的勢力等」という。）のクラブへの入会および施設の利用を認め

ないものとする。 

２．会員は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。 

第８条 （会員資格の停止、除名） 

会員が次の各号の一つに該当するときは、会社は理事会の同意を得て、会員資格の一時停止または除名処分を行うことが 

できる。 

（１）本会則、クラブの諸規則または施設の利用約款に違反したとき 

（２）クラブもしくは会社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき 

（３）年会費その他諸料金の支払いを３か月以上滞納し、再請求を行っても完納しないとき 

（４）会員が反社会的勢力等と判明したとき 

（５）会員が反社会的勢力等と認められる者を同伴または紹介したとき 

（６）その他会員として不適格な事由があるとき 

第９条 （会員資格の喪失） 

会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。 

（１）退会 

（２）除名 

（３）特別会員であって、その推挙の理由が消滅したとき 

（４）法人会員であって、その法人が解散したとき（合併等の会社組織再編行為による解散を除く。） 

（５）死亡 

（６）会員がその権利を第三者に譲渡し、名義変更手続が完了したとき 

第１０条（会員契約の解除） 

１．会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会員契約は解除されるものとする。 

（１）前条第１号から第３号までの事由が発生したとき 

（２）法人会員について、清算手続が結了したとき 

（３）個人会員について、相続開始後２年が経過しても第１７条第２項および第３項に定める手続が完了しないとき、 

または同条第５項に定める譲渡手続が完了しないとき 

２．会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員契約を解除することができるものとする。 

（１）会社更生または民事再生等の法的再建手続が開始されたとき 

（２）破産または特別清算等の法的清算手続が開始されたとき 

第１１条（休会） 

１．個人会員が次の各号の一つに該当するときは、会社が別紙８に定める手続に従って会社の承認を得て、申請日の属する 

対象期間の次の対象期間末日まで休会することができる。但し、法人会員および年会費の未払がある個人会員は休会でき

ないものとする。 

（１）傷病加療のため施設の利用ができないとき 

（２）日本国外へ転勤、転居したとき 

２．前項による休会期間から引き続き休会を希望する個人会員は、休会期間が満了するまでに前項の手続を改めて行って 

会社の承認を得なければならないものとし、以後も同様とする。 

３．休会期間中の年会費は申請日の属する対象期間の次の対象期間に限り免除される。 

４．第１項の休会事由が解消した場合、休会者は遅滞なく会社が別紙８に定める休会解除の手続を行うものとする。また前項 

の規定にかかわらず、当該休会者は、前項により免除された金額を１２で除した額に休会解除日の属する月の翌月から当

該年の１２月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 

 

第３章 入会および退会等 

 

第１２条（入会） 

１．クラブに入会しようとする者は、会社が別紙１または別紙２に定める手続に従って、会社の承認を得なければならない。 

２．前項の承認を得た者は、会社が別紙１または別紙２に定める入会金および預託金または名義変更料を支払うものとする。 

会社は、これら入会手続の完了後に会員登録を行う。 

３．入会金および名義変更料は、返還しないものとする。但し、相当な事由があると認められる場合には、その一部を返還す 

るものとする。 



４．本会則は、会員と会社との間の合意内容を構成するものとする。 

第１３条（預託金） 

１． 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、 

請求により返還されるものとする。 

２．預託金の据置期間（以下、「当該据置期間」という。）は、２００３年１０月３１日以前から在籍する会員については、 

同日から１０年間とし、２００３年１１月１日以降に新たに会員資格を取得した会員については、当該会員資格の取得日

から１０年間とする。 

３．会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置 

期間を一定の範囲内で延長することができる。 

４．会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができ 

ない。これは会員資格喪失後も同様とする。 

５．第１０条第１項および第２項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等 

があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残

額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。 

第１４条（退会） 

会員がクラブを退会しようとするときは、会社が別紙９に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。 

第１５条（登録者の変更） 

１．法人会員は、会社が別紙３に定める手続に従って会社の承認を得て、登録者を変更することができる。 

２．前項の承認を得た法人会員は、会社が別紙３に定める登録者変更料を支払うものとする。会社は、これら登録者変更の 

手続完了後に登録者の変更登録を行う。 

第１６条（権利の譲渡） 

１．会員は、会社が別紙２に定める手続に従って当該会員の権利を第三者に譲渡することができる。 

２．権利を譲り受けようとする者は、会社が別紙２に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。 

３．前項の承認を得た譲受人は、会社が別紙２に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これら名義変更の手続完了 

後に会員登録を変更する。 

４．前項の手続を完了した譲受人は、本会則に定める譲渡人の権利義務のすべてを承継する。 

５．会社は、権利の譲渡による名義変更手続を一定期間停止することができる。 

第１７条（権利の相続） 

１．個人会員について相続が開始された場合、相続人は、被相続人の会員契約上の地位を承継することができる。 

２．相続人が会員資格の取得を希望する場合、会社が別紙２に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。但し、 

相続人が複数の場合は、会社の承認を得るにあたり、会員契約上の地位を相続人の一人に集約しなければならない。 

３．前項の承認を得た相続人は、会社が別紙２に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これら名義変更の手続完了 

後に会員登録を変更する。 

４．前項の手続を完了した相続人は、本会則に定める被相続人の権利義務のすべてを承継する。 

５．相続人が会員資格の取得を希望しない場合、または会社の承認が得られない場合、相続人は前条の規定を準用し、会員契 

約上の地位を第三者に譲渡することができる。 

第１８条（その他の権利承継） 

法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が別紙７に定め

る手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。 

 

第４章 役員および理事会 

 

第１９条（役員） 

１．クラブに次の役員をおく。 

理事長  １名 

理事   若干名 

２．理事長が必要と認めた場合、前項以外の役員をおくことができる。 

第２０条（役員の選任） 

１．理事長は、会社が選任し委嘱する。 

２．理事長を除く役員は、会社の推薦する者および会員の中から理事長が選任し委嘱する。 

 

 



第２１条（役員の任期） 

１．役員はすべて名誉職とし、その任期は委嘱後２回目に行う定時理事会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。 

２．補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。 

第２２条（理事長） 

１．理事長は、クラブを代表して会務を統括する。 

２．理事長は、毎年１回、定時理事会を、または必要に応じて臨時理事会を招集し、理事会の議長となる。 

３．理事長に事故ある場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って他の理事が理事長の職務を代行する。 

第２３条（理事会） 

１．理事会は理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数（委任状を含む。）の出席をもって成立する。 

２．理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数（委任状を含む。）で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを 

決する。 

３．理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。 

４．理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。 

（１）クラブの運営に関する基本事項 

（２）本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項 

（３）各種委員会に関する事項 

（４）その他クラブの運営に必要と認められる事項 

第２４条（委員会） 

１．理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 

２．前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が 

委嘱する。 

３．委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 

４．委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。 

 

第５章  個人情報の取扱い 

 

第２５条（個人情報の取り扱い） 

１．会社は、公表している個人情報保護方針に基づいて、会員の個人情報を取扱うものとする。 

２．会員が会員契約代行者（以下、「代行者」という。）を介して保有会員権の第三者への譲渡を希望する場合、会員は、会社 

が代行者から照会を受けた当該会員の個人情報を代行者に開示することにつきあらかじめ同意する。 

 

第６章 附 則 

 

第２６条 年会費の対象期間は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

第２７条 会社が会員契約に関する各種通知を会員の届け出た住所宛に発信したにもかかわらず、当該通知が当該会員に到達しなかった 

場合、当該通知は、当該通知の発信日の翌日をもって当該会員に到達したものとみなす。 

第２８条 会社は、本会則の各条項について、相当の事由があると認められる場合には、会社のウェブサイトへの掲載による公表その他 

相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとする。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用され

るものとする。 

第２９条 本会則は２０２３年１０月１日から改定施行する。 

以 上 



会則 別紙４

※ 記載料金（連盟協力金およびゴルフ場利用税を除く）は消費税込となります。

※ プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィです。

※ 特別会員のプレーフィは正会員と同額とします。

※ キャンセルフィは、以下のとおり発生します。

　　　土日祝日の予約に関しては、プレー日より5日前以降の予約キャンセルは、1組あたり6,000円のキャンセルフィを申し受けます。

　　　（但し、当日の悪天候を除く）　　　

1,265 円

2B 1,540 円 1,815 円

1,265 円

1,815 円

1,815 円 1,815 円 1,815 円

500 円 500 円 500 円

2,310 円 2,310 円 2,310 円

45 円 45 円 45 円

165 円

1,540 円 1,540 円 1,540 円

495 円 495 円

165 円 495 円 ―

1,265 円1,265 円 1,265 円

1,265 円

連盟・協会協力金

追加ハーフキャディフィ

ゴルフ場利用税

0.5R

4B

3B

2B

   追加ハーフプレーフィ
正会員

平日会員

追加ハーフカートフィ 0.5R

4B

3B

キャディフィ

3,080 円 3,080 円4B

3B

2B

1R

3,080 円

4,620 円 4,620 円 4,620 円

3,630 円 3,630 円 3,630 円

1R

5,126 円 5,126 円

0 円 0 円 0 円

正会員

550 円

チサンカントリークラブ御船　会員プレー料金

月曜から金曜 土曜

3B

2B

日祝日

4,466 円

平日会員 4,466 円 5,456 円 ―
   プレーフィ

1,100 円 1,100 円
割増カートフィ


